
平成22年度

合法木材供給事業者認定団体研修

合法証明と県産材証明制度の連携

静岡県



２つの制度実施状況
１４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２

●県産材証明制度
 販売管理票（マニュフェスト）により産地を確認できる制度

 ・公共事業、補助事業で県産材を指定

 ・業界団体、県と協働して制度普及

●合法証明制度
 ・合法木材供給事業者認定制度

 ・県環境物品等の調達に関する基本方針

 ・伐採届等提出指導

 ・補助事業で合法木材を指定

 ・業界団体、県と協働して制度普及

証明書

一本化



取組

・合法木材供給事業者認定制度運営･･･県木連

・合法木材供給事業者認定制度の普及（説明会）･･･県木連＋県

・伐採届等提出指導（リーフレット）･･･県木連＋県森連＋県

・環境物品等調達方針の判断基準に合法木材が追加

・公共建築工事で特記仕様書で合法木材を指定

・木造住宅への補助事業の要件に合法木材追加

合法木材証明制度

県



県木連・県森連・県が連携し、合法木材に関するリーフレットを
 作成、森林所有者への普及啓発を行っている

合法木材証明制度：県木連＋県森連＋県の取組
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問い合わせは、県まで

合法木材証明制度：県木連＋県森連＋県の取組
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静岡県環境物品等の調達に関する基本方針

• 静岡県の事務、事業における環境物品等の調達を総合的か
 つ計画的に推進し、環境への負荷の少ない循環型社会の構
 築を目指す

• 木材の合法性に関しては、平成18年度
 に、基本方針の中に判断基準等を追加

合法木材証明制度



建築工事特記仕様書（抜粋）

木材の品質
公共建築工事標準仕様書12．2．1による

県内産木材の使用
適用樹種（○○○）
適用樹種の指定がない場合でも可能な範囲で県内産木材の使用に努め

 ること
報告：静岡県産材証明制度の「県産材販売管理票」により報告すること

合法的に生産された木材の使用
合法的に生産された木材を使用すること
木材・木製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成18 
年２月15日・林野庁作成)に準拠した証明書等により報告すること

合法木材証明制度



補助事業の  
要件に合法  
木材を追加

合法木材証明制度

しずおか優良木材を
 使用して家を建てる

 施主に30万円補助
 する制度



• 静岡県産材証明
 制度により管理さ
 れた原木であるこ
 と。

• 原木は合法性が
 証明されたもので
 あること

合法木材証明制度



静岡県産材証明制度

生産～製材～流通までの県産材取り扱い業者が

「県産材販売管理票」を添付して販売することにより、

最終消費者の段階で、

その木材がどこで伐採されたものか判る制度。

静岡県産材証明制度とは？



原木市場

素材生産業者

一次管理票発行
一次正保存

一次管理票
（副）

製材業

二次管理票発行
一次副・
二次正保存

二次管理票
（副）

三次管理票発行
（二次副・
三次正保存）

木材流通

三次管理票
（副）

建築・
土木業者等

最終使用者

行政・消費者

三次管理票（副）

 
の提出

県産材証明制度

県産材取り扱い業者



取組

・制度運営（業者認定、管理票発行、運用状況調査）
 ･･･県木連

・公共事業等において県産材を指定、検査･･･県

・制度普及（説明会の開催）･･･県木連、県

静岡県産材証明制度



県産材販売管理票
県産材証明制度静岡県産材証明制度

←販売先の事業者を記入

↑販売した木材

 の種類を記入

↑

 

一次の場合は産地、

 二次以降は管理票番号

 を記入

発行事業者を記入→

←管理番号



管理票

静岡県産材証明制度 合法木材証明制度

荷渡書

＋

「本件の合法性を証明いたします。」



静岡県産材証明制度 合法木材証明制度



静岡県産材証明制度

公共事業発注者は仕様書等により県産材を指定します。

完成時に、
県産材販売管理票

 （副）を提出
公共事業監督員

農林土木工事共通仕様書

県産材を使うこと！



農林土木工事共通仕様書（抜粋）

農林土木工事で使用する木材は原則として「静岡
 県産材」とする。

県産材であることを証明する書類として、「県産材
 販売管理票」(副)を監督員に提出する。

施工計画書の主要資材の項目に木材の購入業者
 名を明記する。

静岡県産材証明制度



まとめ
 

事業者が制度を活用してもらえるような仕組み

• インセンティブの付与
 ・公共事業･･･県産材・合法材の指定

 ・補助事業･･･県産材・合法材の指定

• 業界団体と県が連携してPR、指導が必要
 二つの制度の認知度は低い

 PRが不足している
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